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１ 本ハンドブックについて 

 

 ライフスタイルの多様化やコミュニティ活動に対する価値観の世代間ギャップなどの社

会状況の変化により、地域コミュニティの希薄化が日本全国で進んでいます。 

 本市においても自治会・町内会などの地縁団体（以下「自治会」といいます。）の加入率

が年々低下している状況ですが、様々な活動を通じて地域コミュニティの形成に取り組んで

いる自治会が多数あります。 

 本ハンドブックは、自治会活動をより身近に感じていただけるように、一般的な自治会の

組織づくりや活動にかかわる内容をまとめたものになります。 

 また、地域内での困りごとの相談先などをまとめておりますので、本ハンドブックが自治

会活動の一助となれば幸いです。 

 

 

２ 自治会について 

 

自治会とは、住民がよりよい環境でより充実した生活が送れるよう、互いに協力し、会員

同士の親睦を図り、地域のさまざまな課題解決に向けた取り組みなどを行う任意の市民組織

です。 

住みよい地域づくりのため、それぞれの自治会が、それぞれの地域にあった活動を行って

います。 

 

 

３ 自治会があることのメリット 

 

①個人で解決できない課題があっても、地域全体で知恵を出し合い、解決方法を考え、解 

 決に向けてみんなで行動することができます。 

②災害などが発生した際、地域のつながりがあることで、助け合い、協力体制づくりがで 

 きます。 

③地域で顔見知りの関係ができ、防犯面や福祉の面で、安心安全なまちづくりができます。 

④自治会の回覧板などで市や地域の情報を得られます。 
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４ 自治会の活動例 

 

 地域によって異なりますが、主な自治会活動を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 自治会組織について 

 

 自治会の役員等については、主に次のような役職と役割があります。 

 

★役員構成（例） 

役 職 役   割 

会 長 
会をまとめていく最高責任者として、また対外的には会の意思を伝えるなど

の役割があります。 

副会長 
会長を補佐し、会長不在の際など、会長の役割を代行します。 

複数の副会長を置く会もあります。 

書 記 会の運営や会議、活動等の記録を残す役割があります。 

会 計 
現金の出納や通帳・会計書類の管理・整備などを行う出納責任者の役割があ

ります。 

会計監査 
会計事務が適正に行なわれているか、財政支出が適切であるかなどをチェッ

クし、総会で報告する役割があります。 

 

◆広報活動◆ 

回覧板、掲示板など

 

 

 

 

 

◆防犯・防災活動◆ 

防災訓練など 

 

 

 

 

 

◆親睦活動◆ 

お祭り、運動会など 

 

 

 

◆環境整備活動◆ 

地域の清掃など 

 

 

 

◆福祉活動◆ 

見守り運動など 

 

 

 



３ 

 自治会規模や活動内容に応じて、顧問や相談役を置く場合もあるため、必要な役職や役員

数を検討して選出してください。 

 また、自治会がまとまりを保ちながら活動していくためにも、役員の役割を明確にして役

員の選出を行うことが必要です。 

 ※役員選出は、会則に定められた方法によって行う必要があります。 

 

★役員選出方法 ※選出は、各会の状況に応じて一番望ましい方法で行うことが大切です。 

 メリット デメリット 

選 挙 積極的な方が継続して役員になれる 一部の人に負担が偏る傾向がある 

推薦・互選 積極的な方が継続して役員になれる 
一部の人に負担が偏る傾向がある 

引き受けてもらえない場合がある 

抽 選 役員の成り手不足になりにくい 
個々人の事情への配慮が必要 

全役員の交代となる可能性がある 

輪番制 役員の成り手不足になりにくい 
個々人の事情への配慮が必要 

全役員の交代となる可能性がある 

 

 

６ 自治会を設立するには 

 

 自治会は地域住民の自発的な活動により運営される団体です。ここでは一般的な自治会に

ついての例をご紹介します。 

 

◆設立手順の一例◆ 

①設立準備をしてくれる方を募り、設立準備会を設けます。 

 

②会の区域・組織・活動などについて検討し、会則案を作ります。【参考例：P.７～１０】 

 

③設立趣意書を作成し、加入申込書と共に住民に配付します。【参考例：P.１３・１４】 

 

④設立総会の開催準備をします。 

ア 会議の次第と司会進行役を決めます。 

   イ 議長の選出方法、役員の選出方法、議案の説明、議決の方法等、会議運営の細部を

打ち合わせます。 

   ウ 活動計画書案と予算案を作成します。 

   エ 加入申込者に総会の開催を通知します。 

 

⑤設立総会を開催（欠席者からは委任状をもらう）します。 
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  会則や役員、活動計画、予算等を審議し議決します。一般的には、総会の成立には委任

状を含めて加入者の半数以上が必要です。【参考例：P.１１～１２】 

 

⑥自治会設立後 

自治会が設立された後は、少なくとも年１回以上総会を開催し、予算・活動計画・前年

度決算・活動報告書など、重要な案件の決定・承認を行います。 

 

⑦市役所への届け出 

市役所へ自治会設立の届け出をします。届け出は任意ですが、届け出いただいた場合は、

市役所からのお知らせや工事の案内などを、代表者宛にご連絡させていただくほか、本市

の地図情報提供サービス「いけだデジタルマップ」の Web サイト上に、名称と対象区域

を公開いたします。 

また、同意をいただいた場合に限り、窓口に来られた不動産業者や引っ越して来られた

地域住民の方などに、代表者の連絡先などをお伝えさせていただきます。 

 

◆【参考】認可地縁団体について◆ 

①認可地縁団体とは 

地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治会等の地

縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を自治会等の名義で不

動産登記することが可能になります。 

 

②認可の４つの要件 

 ア その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の

維持形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行ってい

ると認められること 

 イ その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること 

 ウ その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その 

   相当数の者が現に構成員となっていること 

 エ 規約を定めていること 

 

 

７ 自治会の運営について 

 

（1）会議 

  自治会は地域住民の自発的な活動によって運営するために、総会、役員会、会計監査 

 などを適宜開催する必要があります。各会議は以下の役割を持っています。 



５ 

総 会 自治会としての意思決定にかかる最高の議決機関であり、通常総会と臨時総

会などがあります。 

通常総会は、年１回その年のまとめと新年度の活動や予算に関する意見交換

と議決を行う会議です。 

この通常総会で議決すべき事項については、会則に定めたうえで、事前に資

料を配布することが望ましいです。 

臨時総会は、会則で定められた事由が発生した場合に開催します。 

役員会 総会の議決に従って、自治会を実際に運営していくための会議です。 

役員会へは会則で定められた役員が出席する必要があります。 

会計監査 会計帳簿、領収証などの帳票類、預金通帳、決算書をもとに監査を行います。

収支について適切に処理がされているかどうか、関係帳票の確認をしながら、

総会や役員会にて報告される決算書の内容について精査します。 

 

（2）予算と決算 

  自治会の自主的な活動を支えるのが予算です。会則に定められた会計年度期間毎に、総 

 会の議決を経て予算と決算をそれぞれ決定してください。 

  予算と決算は、構成員の数や活動内容によってもその規模はさまざまです。 

 

（３）個人情報の取り扱いについて（自治会にも個人情報保護法は適用されます。） 

  自治会の運営にあたり、会員名簿の作成などで個人情報を取り扱う際には、個人情報を 

 集めた目的から逸脱して利用しないなどの情報漏えい対策が必要です。 

  そのため、個人情報の取り扱いに関するルールを定めておくことが大切です。   

 

★ルール（例） 

個人情報を取扱う状況 準備・注意すること 

個人情報を集める前 

個人情報を利用する目的を明確にしておくこと。 

・会員名簿を作成し、回覧板の班分けをするため。 

・災害発生時などに連絡が取れるようにするため。 など 

個人情報を集めるとき 
本人に口頭または紙面で利用目的を説明し、個人情報収集の同

意を得ること。 

個人情報の保管 

集めた個人情報の盗難や紛失などによる情報漏えいが無いよう

に適切に管理し、取り扱いに十分注意すること。 

名簿を配布する場合にも、盗難や紛失のほか、転売禁止などの注

意喚起を行うこと。 

提出された個人情報に誤りがあった場合の問い合わせ先を伝え

ておくこと。 

また、本人からの申し出に対し適切に対応すること。 

 



６ 

（４）部会制について 

 自治会の運営にあたり、「環境部会」や「防犯・防災部会」など専門性をもった“専門部”

制度を導入している自治会もあります。役員以外の人も自治会活動に日頃から関われるよう

に、活動内容に合った“専門部”を必要に応じて発足させることも大切です。 

 

★専門部活動（例） 

専門部 活   動 

環 境 
地域内清掃デーを設け実施 

（土地所有者から許可を得た上で）花植えを行う など 

防犯・防災 
防災訓練の実施 

自治会独自の防災備蓄などの在庫管理や備品の使用方法の確認 など 

広 報 地域イベントのチラシなどを作成、回覧 など 

 

 

８ 代表者の変更について 

 

本市では、届け出をいただいた自治会の代表者宛に、年に１回、２～３月ごろに、代表者

の個人情報に関するアンケートと組織調査票（役員名簿（白紙））を送付し、専用サイトま

たは紙面での回答をお願いしています。 

それ以外の時期に代表者の変更があった場合は、コミュニティ推進課へご連絡いただき、

アンケートと組織調査票をご提出いただいています。 

また、自治会の区域に変更があった場合にも、最新の区域が分かる資料をご用意いただき、

ご連絡をいただいています。 
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９ ひな形集 各自治会に合った内容を追加・削除し、作成してください。 

 

（１）会則（例） 

 

〇〇自治会会則 

第 1条 名称 

この会は、○○○自治会・町内会（以下「本会」という。）と称する。 

 

第２条 区域 

 本会の区域は池田市○○▲丁目×番□号から●丁目△番◆号までの区域とする。 

 

第３条 会員 

本会は、前条に定める区域に存する世帯および事業所をもって構成する。ただし、事業所は、賛助

会員とし、議決権は有しないものとする。 

 

第４条 事務所 

本会の事務所は、○○に置く。 

 

第５条 目的 

本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよ

い地域社会の形成に資することを目的とし、次に掲げる活動を行う。 

（1）会員相互の親睦に関すること 

（2）専門部活動に関すること 

（3）各種団体との連絡調整に関すること 

（４）所有する資産の管理に関すること 

（５）地域の将来計画に関すること 

（６）その他本会の目的達成に必要と認められること 

 

第６条 役員の種類 

 本会に次の役員を置く。 

（1）会長 1名 （2）副会長○名 （3）書記○名 （4）会計○名 （5）会計監査○名  

（6）組長○名 （7）専門部長○名 

 

第７条 役員選出の方法 

会長、副会長、書記、会計、会計監査、専門部長は総会において、会員の中から選出する。 

会計監査は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることは出来ない。 

選出の方法は別に定める。組長は各組会員の中から選出する。 



８ 

 

第８条 任務分掌 

（1）会長 本会を代表し、会務を統括する。 

（2）副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

 （3）書記 会務を記録し、会の内外への連絡などを行う。 

（4）会計 本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。 

（5）会計監査 本会の会計監査を行う。 

（6）組長 組をまとめ、組を代表して、会務に協力する。 

（7）専門部長 各専門部を代表し、専門的な活動の推進を担う。 

 

第９条 任期 

役員の任期は○年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き○年を超えることはできない。 

 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第１０条 会議の種類 

本会の会議は、総会、役員会および専門部会とする。総会は、本会の最高議決機関であり、通常お

よび臨時総会とし、本会の会員をもって構成する。役員会は、会計監査を除く第６条の役員をもって

構成する。専門部会は、各専門部員をもって構成する。 

 

第１１条 招集 

通常総会は、年○回、毎年○月に開催する。臨時総会は、会員の○分の 1 以上の請求があったと

き、または役員会において総会開催の議決があったときに、会長が招集する。役員会は、必要に応

じ、会長が招集する。専門部会は、原則として年○回開催し、各専門部長が招集する。 

 

第１２条 議決事項 

総会は、次の事項を議決する。 

（1）活動報告の承認 

（2）会計決算の承認 

（3）資産管理報告の承認 

（4）活動計画の承認 

（5）会費改訂の承認 

（6）予算の承認 

（7）会則の改正 

（8）役員の選出 

（9）その他本会の重要事項に関すること 

2 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

3 重要事項の中で急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。 
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第１３条 成立要件ならびに議長および議決 

各会議は、構成員の○分の 1 の出席をもって成立する。ただし、やむをえない事情で出席できな

い者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。総会の議長は、会員の中から選出し、役員会

および専門部会は、それぞれ会長および専門部長が議長となる。各会議における議決は、出席者の過

半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。 

 

第１４条 専門部 

本会に、次の専門部を置く。役員会は、必要と認めたとき、臨時の専門部を設けることができる。 

（1）総務企画部 （2）防犯・防災部 （3）環境部 （4）交通安全部 （5）文化部 

（6）体育部 （7）福祉部 （8）広報部 （９）施設管理部 

 

第１５条 協力組織および委員 

本会は、地域の諸組織および各種関係委員と協力して、本会の目的の実現に務める。 

 

第１６条 組 

本会の運営を円滑に行うために、組を置く。 

2 組の編成は、会員の協議を経て、役員会の議決および総会の承認を受ける。 

3 組は、会員の中から組長を選出する。組長は、原則として輪番制をとる。ただし、高齢者およ

び私事で、役割の遂行が困難であると認められる場合は、本人の申し出により免除することがで

きる。 

 

第１７条 会計年度 

本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月３１日に終わる。 

 

第 1８条 収入 

本会は、次の収入により運営する。 

（1）会費 （2）寄付金 （３）その他 

 

第１９条 会費 

本会の会費は、1世帯月額○○円とする。会費は、各組において徴収し、組長がまとめて会計に納

入するものとする。 

なお、会費の納入は、○カ月分をまとめて前納することができる。 

2 賛助会費は、別途定める。 

3 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。 

4 納入された会費は、特別な事情がある場合を除き、返金しない。 

 

第２０条 支出 

支出は、総会で議決された予算にもとづき本会の目的に沿って行う。 
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2 会員には、別に定める額の弔慰金を支払うことができる。 

 

第２１条 会計および資産帳簿の整備 

本会の収入、支出および資産を明らかにするために、会計および資産に関する帳簿を整備する。会

員が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならない。 

 

第２２条 監査と報告 

会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。 

 

第２３条 加入 

本会に加入しようとするものは、組長または会長に届け出るものとする。本会の区域に入居した

世帯または開業した事業所があったときは、本会は、その世帯または事業所に本会の趣旨を説明し、

加入の案内をするものとする。 

 

第２４条 脱退 

会員の脱退は次の場合とする。 

（1）本会の区域内に居住しなくなったとき。 

（2）本人の申し出があったとき。 

 

附則 

1 会則の改廃 

 本会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。 

 

2 細則の制定 

 役員会は、この会則を実施するに当たって必要がある場合には、細則を定めることができる。役

員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。 

 

3 施行日 

 会則は、○○年○○月○○日から施行する。 
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（２）議事録（例） 

○○○○自治会総会議事録 

 

1 開催日時  ○○年○○月○○日 ○○時○○分～○○時○○分 

2 開催場所  ○○○○○○ 

3 出席状況  会員総数〇〇〇名 

     出席者 ○○〇名 （うち委任状による出席者○〇名） 

         欠席者  〇〇名 

        以上、会員の〇分の〇以上が出席のため、会則第〇条により、総会は成立。   

４ 議題 

  （１） 第一号議案「前年度活動報告」及び第二号議案「前年度決算報告」並びに 

      「監査報告」まで一括審議   賛成 ○〇名・反対 〇名 可決 

  （２） 第三号議案「役員改選」   賛成 ○〇名・反対 〇名 可決 

  （３） 第四号議案「新年度活動計画（案）」及び第五議案「新年度予算（案）」まで 

      一括審議     賛成 ○〇名・反対 〇名 可決 

５ 議事の経過及び発言要旨 

  （１） 開会 

  （２） 議長選出 ○○ ○○氏 

  （３） 議事録署名人の選出 ○○ ○○氏、○○ ○○氏 

  （４） 総会成立の宣言 

  （５） 議事 

      ・第一号議案「前年度活動報告」及び第二号議案「前年度決算報告」並びに「監査 

       報告」までを一括審議とする旨を議長より報告。 

       各議案の報告を各担当役員より受けた後、質疑なく満場一致で可決された。 

      ・第三号議案「役員改選」について、担当役員より説明。 

       質疑なく賛成多数で可決された。 

      ・第四号議案「新年度の活動計画（案）」及び第五号議案「新年度予算（案）」までを 

       一括審議とする旨を議長より報告。 

       各議案の提案を各担当役員より受けた後、第五号議案について以下の質疑があった。 

       問 ○○○ ○○○氏 ○○活動の○○費の支出が昨年度よりも増額している 

                  理由はなにか。 

       答 担当役員     価格上昇が見込まれるため、昨年度より増額計上している。 

       決議 第四号議案及び第五号議案合わせて賛成多数で可決された。 

  （６） 議長解任 

  （７） 閉会 
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    この議事録は、事実と相違ないことを確認します。 

 

           年  月  日    議    長 ○○ ○○    ○印 

                      議事録署名人 ○○ ○○    ○印 

                      議事録署名人 ○○ ○○    ○印 
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（３）設立趣意書（例） 

 

年   月   日 

 

〇〇自治会設立趣意書（例） 

 

○○○○にお住いの皆様 

 

 皆様におかれましては、充実した日々を送られていることと思います。 

 一方で、盗難や不法駐車、不審者の出現など地域内での様々な問題も発生してまいりま

した。 

 そのような中、地域住民の親睦を深め、安心安全で楽しい生活環境を築くため、「自治会

があればいいのになあ」という声も聞こえるようになりました。 

 特に災害が発生した時など、いざというときにはご近所同士の協力が不可欠です。 

 各家庭だけでは解決できない問題に自治会で取り組み、より安心安全なまちづくりをす

るために、地域に住む各家庭が協力し合う必要があるのではないでしょうか。 

 このたび、幸いなことに自治会発足へと有志の方々に集まっていただき、準備委員会を

設立することができました。 

 これまでに、何度も会合を持ち、活動内容や運営方法などについて検討を重ねてまいり

ました結果、会則案を別紙のとおりまとめることができましたので、皆様方にご覧いただ

くとともに、ご意見をいただきたいと考えております。 

 今後、当委員会は自治会設立総会の開催へ向けて準備を進めて参りたいと考えておりま

す。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

                        ○○自治会設立準備委員会 

    

                         代表                    

 

                         連絡先                  
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（４）加入申込書（例） 

 

   〇〇自治会加入申込書（例） 

 

私は、〇〇自治会に加入したいので、本書のとおり申し込みます。 

なお、下記個人情報の取り扱いについても同意します。 

 

          自治会長様 

 年   月   日 

  

世帯主氏名
フ リ ガ ナ

：                   

住所   ：                          

電話番号 ：                          

世帯人数 ：       人 

 

※注意  個人情報の取り扱いについて 

ご記入いただいた個人情報は、自治会活動にのみ利用し、それ以外の目的で

使用したり、あらかじめご本人の同意なく、第三者に提供することはありま

せん。 
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（５）退会届（例） 

 

   〇〇自治会退会届（例） 

 

 この度〇〇自治会を退会したくお届けいたします。 

 

          自治会長様 

 年   月   日 

 

世帯主氏名
フ リ ガ ナ

：                   

住所   ：                          

電話番号 ：                          

世帯人数 ：       人 

 

※注意  個人情報の取り扱いについて 

ご記入いただいた個人情報は、自治会活動にのみ利用し、それ以外の目的で

使用したり、あらかじめご本人の同意なく、第三者に提供することはありま

せん。 
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（６）結成届（例） 
 

 

 

   年  月  日 

 

池田市長 様 

自治会 会長      

 

自治会結成届（例） 

 

 標記の件について、自治会を結成しますので報告します。 

 

１． 自治会名： 

２． 加入世帯数：       世帯 

３． 役員名簿（別紙のとおり） 

４． 対象地区（別紙のとおり） 

５． 結成日：    年  月  日 

６． 会則又は会則（別紙のとおり） 
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１０ 付録 
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